
奈良県議会議長 川口 正志 様

防災・県土強靱化対策
特別委員会 調査報告書

平成３１年３月１５日

防災・県土強靱化対策特別委員会



目次

Ⅰ 調査事件 １Ｐ

１ 所管事項 １Ｐ

２ 調査並びに審査事務 １Ｐ

Ⅱ 調査の経過 １Ｐ

Ⅲ 調査の結果 １Ｐ

１ 奈良県の取組状況 １Ｐ

（１）人命を守る ２Ｐ

（２）県民の生活を守る ５Ｐ

（３）迅速な復旧・復興を可能にする ６Ｐ

２ 有識者からの意見聴取 ７Ｐ

危機管理を機能させるための着眼点について ７Ｐ

３ 県内の取組状況 ８Ｐ

（１）災害対策本部室 ８Ｐ

（２）平成１２年度治山事業地 ９Ｐ

（３）山田Ｂ沢通常砂防事業箇所 ９Ｐ

（４）曽我川緑地 ９Ｐ

（５）奈良市消防局 １０Ｐ

４ 提言等 １１Ｐ

（１）危機管理対応全体の基本的な考え方について １１Ｐ

（２）砂防指定地台帳及び附図の整備について １１Ｐ

（３）帰宅困難者について １２Ｐ

（４）県有施設等の安全対策について １２Ｐ

（５）避難行動要支援者等に対する支援について １２Ｐ

（６）浸水被害対策について １３Ｐ

５ おわりに １３Ｐ

防災・県土強靱化対策特別委員会調査経過 １５Ｐ

防災・県土強靱化対策特別委員会名簿 １７Ｐ



- 1 -

Ⅰ 調査事件

１ 所管事項 防災力向上及び県土の強靱化に関すること

２ 調査並びに審査事務

（１）奈良県国土強靱化地域計画に関すること

（２）地域防災計画の推進に関すること

（３）治水対策・土砂災害対策等の推進に関すること

Ⅱ 調査の経過

東日本大震災の教訓を踏まえ、国においては、平成２５年１２月に「強くしなや

かな国民の生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法」が公

布・施行された。また、平成２６年６月には、これに基づき「国土強靱化基本計画」

が閣議決定され、大規模自然災害等に備えて、事前防災、減災に関する施策を総合

的に推進することとされた。

奈良県においても、平成１８年４月に「奈良県地震防災対策アクションプログラ

ム」を策定して大規模地震対策を進めてこられ、平成２８年５月に「奈良県国土強

靱化地域計画」を策定された。

また、奈良県の地域における大規模な災害に対処するため、災害予防、災害応急

対策及び災害復旧・復興に関し、県、市町村、指定地方行政機関、自衛隊、指定公

共機関、指定地方公共機関、公共的団体・機関が処理すべき事務又は業務の大綱を

定め、これにより防災活動の総合的かつ計画的な推進を図り、県土及び住民の生命、

財産を災害から保護するとともに、災害による被害を軽減し、もって社会秩序の維

持と公共の福祉の確保に資することを目的として、災害対策基本法第４０条に基づ

く「奈良県地域防災計画」を「水害・土砂災害等編」及び「地震編」としてそれぞ

れ定めている。平成２６年４月には、東日本大震災や紀伊半島大水害の教訓を踏ま

え、全面的に見直すとともに、「奈良県地域防災活動推進条例」を施行するなど、防

災・減災のための施策に取り組んでこられた。

本委員会は、災害に強い県土整備による減災対策の推進、地域防災計画の着実

な推進を調査の目的として、平成２９年７月３日に設置された。以来、１４回に

わたり委員会を開催し、関係部局からの説明を聴取するとともに、有識者からの

意見聴取や県内における取り組みなどの調査を行った。

Ⅲ 調査の結果

１ 奈良県の取組状況
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県は、「奈良県国土強靱化地域計画」及び「奈良県地域防災計画」の実施計画とし

て、「国土強靱化アクションプラン」を策定、大規模地震災害等に強い県土及び地域

を作るとともに、自らの生命及び生活を守ることができるよう県民の力を向上させ

ることにより、自然災害による死者ゼロの「災害に日本一強い奈良県」を目指して

いる。

このため、県は、人命を守る、県民の生活を守る、迅速な復旧・復興を可能にす

るという３つの基本目標を掲げて施策の推進に取り組んでいることから、本委員会

では、下記の取組内容について調査を行った。

（１）人命を守る

【地震・水害・土砂災害の対策及び避難対策の確実な実施】

① 地震による建物・交通施設等の大規模倒壊や住宅密集地における火災によ

る死者の発生を防ぐ

＜主な取り組み＞

・ 耐震化の促進

住宅・建築物の耐震化の促進、老朽化した県営住宅の建て替え等、公立小

中学校施設の一層の耐震化、県立学校施設の耐震化、社会福祉施設の耐震化

の促進、緊急輸送道路上にある橋梁の耐震化、鉄道駅及び高架橋などの耐震

化支援など。

・ 住宅等における安全の確保

家具の転倒防止対策等の普及・啓発、住宅新築に係る中間検査、完了検査

の徹底など。

・ 市街地における安全性の確保

都市防災に配慮した市町村都市計画マスタープランの策定支援、市街地等

の道路における無電柱化の推進など。

・ 文化財防災・防火対策のための啓発活動や設備の設置促進

・ 帰宅困難者対策

県外就業者・就学者（県民）に対する啓発、帰宅困難者対策ガイドライン

の策定、観光客向けの避難場所の確保、災害対応訓練の実施など。

② 異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水の発生を防ぐ

＜主な取り組み＞

・ 河川整備等総合的な治水対策の推進

大和川流域の内水対策や浸水常襲地域対策、貯留機能としてのため池の保

全、県管理の河川施設の老朽化対策及び耐震対策の推進など。

・ 洪水ハザードマップ活用の促進と水防情報の強化
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河川監視ライブカメラを活用した水防情報の提供の充実など。

③ 大規模な土砂災害（深層崩壊等）による多数の死傷者の発生と、後年度に

わたり県土の脆弱性が高まる事態の発生を防ぐ

＜主な取り組み＞

・ 土砂災害対策の推進

代替性のない避難所や要配慮者利用施設などにおけるハード対策の先行的

実施など。

・ 土砂災害に対する防災意識の啓発及び警戒避難体制の整備

土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定、市町村が行うハザー

ドマップの作成、公表及び土砂災害に係る避難訓練の支援など。

・ ため池の防災対策

市町村が行う堤高１５ｍ以上の農業用ため池のレベル２地震動に対応した

地震点検・調査に対する支援、防災重点ため池の耐震調査及びハザードマッ

プ作成などに対する支援など。

④ 避難行動の遅れ等による死傷者の発生を防ぐ

＜主な取り組み＞

・ 災害時の確実な情報の伝達

市町村の避難勧告等の発令基準の見直しに対する支援、土砂災害や水防情

報等の情報発信体制の更なる強化など。

・ 災害時要援護者支援対策

市町村に義務づけられた避難行動要支援者名簿の作成や個別計画の策定支

援、福祉避難所の整備に関する市町村への助言、外国人向け災害情報の伝達

体制の強化など。

・ 住民避難に係る施設の整備等

・ 防災知識の普及啓発・防災教育

防災知識の普及啓発、防災教育、防災訓練等の実施、学校における防災教

育及び防災訓練の充実、教職員を対象とした防災研修会の実施など。

【救助・救急、医療活動等の迅速な実施】

① 食料・飲料水・医薬品等、生命に関わる物資等の安定供給の停滞を防ぐ

＜主な取り組み＞

・ 非常用物資の確保

自発的な備蓄促進の啓発活動、医薬品等販売業者の取扱品目、流通経路等

の把握など。
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・ 救援物資等の搬送の確保

救援物資対応マニュアルの作成、緊急輸送道路ネットワークの確保など。

② 警察・消防等の被災等による救助・救急活動の停滞を防ぐ

＜主な取り組み＞

・ 警察機能の強化

耐震性の低い警察施設の改修工事等の実施、信号機電源付加装置の整備、

交番の警察本部、警察署とのネットワーク化など。

・ 消防力の強化

消防団員、救命救急士の人材確保、県外からの緊急消防援助隊の受入体制

の整備、消防庁舎の耐震化など。

・ 陸上自衛隊の駐屯地誘致

・ 奈良県広域防災拠点の整備

災害救助のためのベースキャンプ、救援物資の備蓄・集配機能などを有す

る応急活動の拠点機能の整備。

・ 防災関係機関と連携した災害対応訓練等の実施

・ 自主防災力の強化

防災リーダー、防災士の養成など。

③ 被災地における医療機能の低下及び感染症等の発生を防ぐ

＜主な取り組み＞

・ 医療救護活動の促進

災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の編成支援、資質向上、ＤＭＡＴ活動マ

ニュアルの充実やトリアージ体制の強化など。

・ 災害拠点病院及び二次救急医療機関の耐震化等、医療設備の整備

・ 奈良県広域災害救急医療情報システムの運用による医療機関情報の共有

・ 食中毒・感染症等の対策

衛生・健康教育の実施、食品営業施設に対する監視指導など。

・ 発災後の遺体捜索、検視、検案、収容及び火葬等

・ 医療活動確保のための緊急輸送ルートの強化

・ 汚水処理機能継続の確保

市町村の下水道ＢＣＰ策定支援。

④ 多数かつ長期にわたる孤立集落等の発生を防ぐ

＜主な取り組み＞

・ 災害時孤立のおそれのある地区におけるエネルギーの確保

・ 緊急輸送道路等の整備・保全、耐災害性の向上
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緊急輸送道路上にある橋梁の耐震化、道路法面の防災対策、道路施設の老

朽化対策など。

・ 孤立化防止のための土砂災害対策

・ ヘリコプター臨時離発着場所の調査実施

・ 奈良県ヘリポートの管理・運営の強化

（２）県民の生活を守る

【県民の生活に必要な行政機能、企業活動維持】

① 県・市町村職員、施設等の被災による行政機能の大幅な低下を防ぐ

＜主な取り組み＞

・ 県有施設等の強化

県有建築物の耐震改修の促進、既設非常用発電設備の整備など。

・ 業務継続体制の整備

・ 職員等の防災教育及び対応力強化

・ 相互応援協定などに基づいた自治体間の連携を強化

② サプライチェーンの寸断等による企業活動等の低下を防ぐ

＜主な取り組み＞

・ 企業防災活動等の促進

ＢＣＰ策定セミナーの開催など。

・ 被災企業への金融支援など、セーフティネット策を確保

・ オフィスや生産拠点の本県への立地を促進

・ 物流ルートの整備・保全、耐災害性の向上

骨格幹線道路ネットワークの整備、緊急輸送道路上にある橋梁の耐震化、

道路法面の防災対策、道路施設の老朽化対策など。

・ 企業活動継続のための総合的な治水対策

大和川流域の内水対策や浸水常襲地域対策など。

【ライフラインの確保】

① 社会経済活動の維持に必要なエネルギー供給の停止を防ぐ

＜主な取り組み＞

・ 多様なエネルギー供給源の確保

避難所や災害時拠点となる施設への非常用電源の導入促進、スマートハウ

ス等の普及拡大など。
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・ ライフライン関係機関等との連携

② 上水道、汚水処理施設等の長期間にわたる供用停止を防ぐ

＜主な取り組み＞

・ 水道施設の耐震化

・ 下水道施設の老朽化対策、耐震化等

・ 農業集落排水施設の耐震化

③ 幹線が分断する等、基幹的陸上ネットワークの機能停止を防ぐ

＜主な取り組み＞

・ 基幹インフラの整備・保全、耐災害性の向上

骨格幹線道路ネットワークの整備、緊急輸送道路上にある橋梁の耐震化、

道路法面の防災対策、道路施設の老朽化対策など。

【二次災害の防止】

① ため池、ダム等の損壊、機能不全による二次災害の発生を防ぐ

＜主な取り組み＞

・ 老朽化した農業用ため池の改修を促進

・ ダムの耐災害性の向上

県管理ダムの老朽化対策、耐震対策など。

・ 土砂ダム等の損壊に備えた対策の推進

② 農地・森林等の荒廃による被害の拡大を防ぐ

＜主な取り組み＞

・ 農地・森林の保全・整備

農村資源を活用した地域づくり、間伐等の森林整備の促進など。

・ 農業利水施設の機能保全

農地・農業利水施設の整備、県が造成した基幹的農業利水施設における機

能保全計画の策定、河川に設置されている井堰の機能保全計画の策定など。

・ 治山事業による荒廃森林の復旧と林地の保全

（３）迅速な復旧・復興を可能にする

【地域社会、経済の迅速な再建・回復】
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① 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れる

事態を防ぐ

＜主な取り組み＞

・ 災害廃棄物処理計画の策定等

・ ごみ焼却施設の非常用発電機等の設置促進

・ 災害廃棄物処理における訓練等の実施促進

② 復旧・復興を担う人材等（専門家、コーディネーター、地域に精通した技

術者、建設業者等）の不足により復旧・復興が大幅に遅れる事態を防ぐ

＜主な取り組み＞

・ 若年層を中心とした建設業界の担い手確保の促進

・ 関係団体と災害対策に係る業務の協定を締結し、ノウハウや能力を活用で

きる体制構築

③ 被災者の生活再建が大幅に遅れる事態を防ぐ

＜主な取り組み＞

・ 大規模災害時における応急仮設住宅の建設用地の確保や関係団体等との連

携

・ 災害派遣精神医療チーム（DPAT)構成員となる精神医療従事者の能力向
上を促進

・ 市町村による被害認定調査の実施や罹災証明書の発行を支援

・ 災害ボランティア活動等の支援

・ 県民の地震保険加入率の向上

・ 災害時に土地の境界線を復元できるよう、地籍の明確化を促進

・ 物流ルートの整備・保全、耐災害性の向上

骨格幹線道路ネットワークの整備、緊急輸送道路上にある橋梁の耐震化、

道路法面の防災対策、道路施設の老朽化対策など。

２ 有識者からの意見聴取

危機管理を機能させるための着眼点について

政策研究大学院大学教授、防災・危機管理コースディレクターの武田文男氏か

ら危機管理を機能させるための着眼点について意見聴取を行った。その内容は次

のとおりである。

行政や住民、企業や専門家といった人たちが、それぞれの役割をしっかりと認

識をして、共通の意識をもって協力することが必要である。そのためには、常に



- 8 -

意見交換を行い、情報を共有するリスクコミニケーションが重要となる。

危機管理にあたっては、悪い情報は、不完全であっても、すぐに上司に報告す

るのが鉄則である。間違っていた場合は、後に訂正することとし、できるだけ早

く情報をあげることが重要である。

実際に災害が発生した場合には、首長が陣頭指揮をとり、住民への呼びかけも、

首長がみずから住民に、時期を失せずに定期的に正確に公表し、広報窓口を一元

化することも非常に重要である。人命の救助が何よりも最優先であり、自助、共

助、公助が互いに連携する必要がある。

３ 県内の取組状況

（１）災害対策本部室

（調査目的：奈良県防災行政通信ネットワークについて）

県では、県民への災害情報の迅速な提供、市町村及び防災関係機関等との情報共

有を目的として、奈良県防災行政通信ネットワークを導入していることから、災害

対策本部室において、その現状を調査した。

○導入のメリット

新たな奈良県防災情報システムを導入したことで、災害情報を「時系列」と

「場所」の両方の観点から集約し、共有することにより的確な状況把握と適切

な応急対策の推進を可能にした。また、情報の二重入力を極力なくし、自動集

計機能等により災害対策本部事務などの人的負荷も軽減される。さらに、Ｌア

ラートとの連携を図ることもでき、県民に対して迅速な情報提供が可能である。

○災害に強い回線構成

大容量光ケーブルの有線系回線の新設と地震に強い衛星系無線回線の更新に

より二重化を実施。さらに、非常用として衛星携帯電話を備えた三重化構成と

し、災害に強い回線構成となっている。

○Ｌアラートによる情報伝達・共有

Ｌアラートは災害情報を迅速に提供するために、一般財団法人マルチメディ

ア振興センターが運営する災害情報共有システムである。災害対策本部設置、

避難勧告等発令、避難所開設といった緊急を要する個別防災情報は、Ｌアラー

トにより報道機関等を通じて県民へ迅速に提供できる。

○個別報告等

災害発生箇所ごとに時系列で情報を集約することが可能である。県、県出先

機関、市町村、消防本部、防災関係機関で時系列及び地図により情報共有する

ことができる。
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（２）平成１２年度治山事業地

（調査目的：平成１２年度治山事業地について）

治山事業は、森林の維持造成を通じて山地に起因する災害から県民の生命・財産

を保全し、また、水源のかん養、生活の保全・形成等を図る重要な県土保全政策の

一つであり、県では、安全で安心できる豊かなくらしの実現を図るために災害に強

い県土づくりに重点を置いて実施されている。平成１１年度の災害により事業実施

された天理市苣原町の現状を調査した。

平成１２年度治山事業地は、平成１１年度の災害により道路が遮断され、住民生

活への影響も大きいため、事業実施されたものである。平成１２年度には工事が完

成し、１７年が経過した現在は雑木が繁茂し、山に戻っている状況である。

（３）山田Ｂ沢通常砂防事業箇所

（調査目的：山田Ｂ沢通常砂防事業箇所について）

県は、代替性のない避難所や２４時間入居している要配慮者利用施設などの防災

上重要な施設が存する箇所について、土砂災害対策を先行的に実施していることか

ら、天理市山田町の山田Ｂ沢通常砂防事業箇所の現状を調査した。

当該箇所は、天理市が指定した避難所が保全対象になっており、土石流が発生し

た際には、これらの施設に多大な被害を与えるため、早期に対策が行われている。

＜事業の実施状況＞

●保 全 対 象：避難所（やまだこども園、山田公民館）、人家５戸

●全体事業費：２３０百万円（Ｈ２５～Ｈ３１）

●Ｈ２９事業費：９８百万円

●事 業 内 容：コンクリート堰堤工 １基

工事延長 １８０ｍ

工 期 平成２９年３月１４日～平成３０年３月２６日

工 事 費 約１３６百万円

（４）曽我川緑地

（調査目的：大和川流域の浸水常襲地域における遊水地の整備について）

曽我川緑地は、大和川総合治水対策の一環として、都市化の進展が著しい曽我川

流域の治水安全度の向上を図るために計画された。

洪水時曽我川の水を計画的に越流、貯水させ、下流の災害を防ぐ目的の河川事業

と平常時には、橿原市の公園として利用するための都市公園事業として、県と橿原

市が連携して進めてきた。
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＜施設概要＞

ちびっ子広場：１８００㎡ コンビネーション遊具・砂場

芝 生 広 場：５５００㎡ パーゴラ・あずま屋

多目的広場：１１０００㎡

テニスコート：１６００㎡ ２面

駐 車 場：４９００㎡ １１９台

ト イ レ：２箇所

体 育 館：トレーニングルーム・アリーナ・武道館

構造 ＲＣ造り２階建て

建築面積 ４７１５．３３㎡

延床面積 ３０５０．００㎡

事 業 機 関：平成元年度～平成１４年度

事 業 費：２６億円

（５）奈良市消防局

（調査目的：緊急消防援助隊の活動について）

○緊急消防援助隊の概要について

大規模災害等において被災した都道府県内の消防力では対応が困難な場合に、

国家的観点から人命救助活動等を効果的かつ迅速に実施できるように全国の消防

機関相互による援助体制を構築する。

緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画に基

づいて、消防庁長官が部隊を登録する。

○平成３０年７月豪雨に係る緊急消防援助隊の派遣状況

奈良県大隊は、７月７日から７月１２日までの間、岡山県倉敷市真備町呉妹地区

を中心に救出・救護等消防活動を実施。

〈緊急消防援助隊奈良県大隊の構成〉

（１）第一次派遣隊（７月７日～９日） うち、奈良市消防局

都道府県指揮隊 ２隊 ８人 １隊 ４人

消火隊 ５隊 ２５人 １隊 ５人

救助隊 ４隊 ２０人 １隊 ５人

救急隊 ３隊 １０人 １隊 ４人

後方支援隊 ５隊 １６人 １隊 ４人

計 １９隊 ７９人 ５隊 ２２人

（２）第二次派遣隊（７月９日～１１日） うち、奈良市消防局

都道府県指揮隊 ２隊 ８人 １隊 ３人

消火隊 ５隊 ２５人 １隊 ５人

救助隊 ４隊 ２０人 １隊 ５人
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救急隊 ３隊 ９人 １隊 ３人

後方支援隊 ５隊 １４人 １隊 ３人

計 １９隊 ７６人 ５隊 １９人

（３）第三次派遣隊（７月１１日～１２日） うち、奈良市消防局

都道府県指揮隊 ２隊 ７人 １隊 ３人

消火隊 ５隊 ２５人 １隊 ５人

救助隊 ４隊 ２０人 １隊 ５人

救急隊 ３隊 ９人 １隊 ３人

後方支援隊 ５隊 １６人 １隊 ３人

計 １９隊 ７７人 ５隊 １９人

４ 提言等

本委員会では、付議事件「防災力向上及び県土の強靱化に関すること」について、

「人命を守る」「県民の生活を守る」「迅速な復旧・復興を可能にする」の視点から

調査検討してきた。

災害に強い県土整備による減災対策の推進、地域防災計画の着実な推進の観点か

ら、次のとおりまとめ、提言を行う。

（１）危機管理対応全体の基本的な考え方について

「奈良県国土強靱化地域計画」及び「奈良県地域防災計画」の実施計画として、「国

土強靱化アクションプラン」を策定し、防災・減災対策に取り組まれているところ

であるが、現実には、いろいろな分野において、それぞれに様々なリスク要因が存

在する。現在は、県の関係部局が連携しながら、それぞれが個別にその対応を行っ

ているところであるが、危機管理対応の基本的な考え方を整理し、総合的に対応で

きる体制を構築する必要がある。

また、風水害や土砂災害、地震災害など、最近発生している自然災害は、我々の

想像を超える規模で発生している。県民の安心・安全を確保するため、財源の確保

も含めて、これまで以上にソフト対策、ハード対策を講じることができる体制を構

築する必要がある。

（２）砂防指定地台帳の整備について

砂防指定地は、明治時代の字名で指定されているところが多く、県は、その正確

な位置を登記情報等から特定できず、現在の字名及び地番による砂防指定地台帳及

び附図の整備が十分にできていない状況である。

固定資産評価額の減価補正や砂防指定地内の行為制限など、個人の権利利益にも

影響を及ぼすものであることはもとより、何よりも土砂災害を未然に防ぎ、また、
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被害を最小化する減災対策を講じるためには、砂防指定地が正確に特定されている

必要があり、砂防指定地台帳及び附図の迅速な整備が必要である。

（３）帰宅困難者対策について

大地震等により、大規模災害が発生した際には、通勤、通学などで近隣府県に外

出している県民が多数帰宅困難になることが想定される。帰宅困難者については、

関西広域連合においても、帰宅支援に関する協議会が立ち上げられ、検討が行われ

ているところである。協議会では、帰宅支援に関するガイドラインを策定するとと

もに、円滑な帰宅支援に向けた図上訓練や物資備蓄の促進などに取り組むこととし

ている。

しかしながら、帰宅困難者への支援については、住民への行為制限や義務づけも

必要となることから、条例を制定することが必要であると考えられる。各府県域内

の対応ではなく、広域的な対応が必要であり、近隣府県へ通勤、通学される県民が

多く、県にとって切実な課題であることから、奈良県が主体となって関西広域連合

に広域的な条例を制定するように働きかける必要がある。

（４）県有施設等の安全対策について

県は、地震時における住宅・建築物の被害の軽減を図り、県民の生命と財産の保

護を図るため、県・市町村及び建築関係団体等が連携して計画的かつ総合的に既存

建築物の耐震化を推進するための基本的な枠組みを定めることを目的として奈良県

耐震改修促進計画を策定している。中でも、県有施設等については、災害発生時に

避難所として利用することも想定されることから、耐震性について十分に調査する

必要がある。

特に、学校の校舎等については、構造耐震指標（Ｉｓ値）が著しく低い校舎等を

使用している学校もあったことから、教育長等の出席を要請し、審議を重ねてきた

ところである。結果として、当委員会における質疑を踏まえ、知事から教育委員会

に対し、県立高校の安全性の再確認と、安全確保のための措置について報告するよ

う要請が行われたこともあり、補正予算等によって一定の安全対策が講じられるこ

とになった。今後も、知事は公有財産の総合調整権を有することから、普段から利

用している生徒や教員の生命・身体保護を最優先に十分な安全対策が講じられるよ

う、統一的・総合的な見地から調整・確認等をする必要がある。

（５）避難行動要支援者等に対する支援について

東日本大震災などを踏まえ、２０１４年に災害対策基本法が改正されて、自力で

の避難が困難な避難行動要支援者について、名簿作成が市町村に義務づけられ、要

支援者ひとりひとりの個別支援計画の作成が求められている。しかしながら、県内

市町村では個別支援計画の作成が十分に進んでいない状況であることから、市町村
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の事情や状況を把握し、個別支援計画の策定を促進するよう取り組む必要がある。

また、避難所でのストレス等による体調悪化などで死に至る災害関連死が非常に

大きな社会問題となっていることから、県内でも市町村で福祉避難所の指定が進め

られているところである。しかしながら、周知不足から障害者等が利用できない状

況も見受けられる。福祉避難所の情報は避難所生活に不安を感じる障害者、高齢者

にとって安心情報になるものであるから、ホームページだけでなく、防災ハンドブ

ックや広報紙などにより、広く周知する方法を検討する必要がある。

さらに、奈良県では、外国人観光客が年々増加しており、災害時の外国人への支

援も重要である。そこで、奈良県では猿沢インを外国人専用福祉避難所とする協定

を奈良市と締結したが、県としては当該外国人専用の福祉避難所が災害時に十分に

機能するよう、関係機関と連携し、周知方法等についても検討する必要がある。

（６）浸水被害対策について

県は、大和川流域総合治水対策事業により、浸水被害の解消に向けて対策を講じ

ているところであり、直轄遊水地の整備にも国と連携しながら取り組んでいるとこ

ろである。しかしながら、近年、想定外の自然災害により、県内でも浸水被害が多

く発生していることから、県民が安心・安全に暮らすことが出来るよう、十分な対

策を講じる必要がある。

また、亀の瀬の地すべり対策については、大和川の流域対策に一定の影響を及ぼ

すため、国の事業ではあるが、地すべりの状況について調査を行い、適切に対応す

るよう努める必要がある。

５ おわりに

本委員会における調査においては、多くの行政担当者の出席を求め、県有施設の

耐震化に係る調査を進めてきた。

今まで奈良県は、温暖な内陸性気候であり、災害が比較的少ない地域と言われて

きた。しかし、過去には宝永地震や伊賀上野地震など、大地震による被害が県内で

も発生したことが記録されているだけでなく、今後南海トラフ地震による被害も懸

念されているところである。

また、明治の十津川大水害、伊勢湾台風、大和川水害など幾度となく大きな水害

が発生しており、平成２３年９月の紀伊半島大水害では、台風１２号がもたらした

大雨により南部・東部の山間地域を中心に大規模な土砂災害が発生し、多くの貴い

命が失われたことは記憶に新しいところである。

県は、これまで、「奈良県国土強靱化地域計画」及び「奈良県地域防災計画」に基

づき、「国土強靱化アクションプラン」を策定し、大規模地震災害等に強い県土及び

地域を作るとともに、自らの生命及び生活を守ることができるよう県民の力を向上

させることにより、自然災害による死者ゼロの「災害に日本一強い奈良県」を目指

している。
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しかしながら、県有施設等の実態を聴取した結果、構造耐震指標（Ｉｓ値）が著

しく低い県有施設等が多数存在することが判明したところであり、県民の安全・安

心を第一とした早急な対応が必要である。

災害は、社会のあり方によって被害の状況が大きく異なるため、予断を持たず最

悪の事態を念頭に置き、平時から大規模自然災害等への備えを行うことが重要であ

る。本議会としては、災害に強い県土整備による減災対策の推進、地域防災計画の

着実な推進について引き続き調査、研究などを行うことが必要であることを申し添

え、本委員会報告とする。


